
様式第３号（第６条関係）

（備考）

⑴標識は、縦横それぞれ 90 ㎝以上とする。

⑵標識は、原則道路に面する位置に設置し、取付け位置は道路面から標識の下端までの高さ

がおおむね１ｍとする。

葬 祭 場 等 設 置 計 画 の お 知 ら せ  

葬祭場等の名称

建 築 敷 地 地 番

建 築 物

の 概 要

計 画 用 途 葬祭場等の種別

敷 地 面 積 建 築 面 積 ㎥

延べ床面積 構 造

階 層 地上 階、地下 階 高 さ ｍ

着 工 予 定 年 月 日 完 了 予 定 年 月 日

事 業 主

住所

氏名 電話（ ） －

設 計 者

住所

氏名 電話（ ） －

施 工 者

住所

氏名 電話（ ） －

標識設置年月日

この標識は、南風原町葬祭場等の設置等に関する指導要綱第６条第１項の規定により

設置したものです。

上記の葬祭場等設置計画についての問い合わせは、次の連絡先へお願いします。

連絡先 電話


